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はじめに

静岡市では、「様々な団体が参入し、独自のノウハウを生かした事業展開を図ることで、多様化する

市民ニーズへの対応と市民サービスの向上を図る」ことを目的に、令和７年４月１日現在、216の公の施

設の管理運営に指定管理者制度を導入しています。(別紙「指定管理者制度導入施設一覧」」のとおり）

一方で、制度上・運用上の制限から、競争性が十分に機能していないことや、民間ノウハウを発揮し

づらいという声をお聞きしております。

より一層の制度の活用に向け、「指定管理者制度の見直しの方向性（案）」を作成しましたので、

当該見直し（案）に対するご意見や、現在の指定管理者制度に対するご意見・ご提案などを募集します。

柔軟な制度運用による、市民サービスの向上や施設の有効活用に向けて、積極的なご意見をお寄せい

ただけますと幸いです。
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現状と課題

・業務内容が仕様書で細かく定められている場合がある

・開館日や開館時間、料金設定など、条例による制限

上記の現状と課題を踏まえ、

「競争性が働き、民間ノウハウが発揮できる運用への見直し」が必要だと考えています。

１ 競争原理が働いていない

（運営内容の硬直化／不調リスク）

現状 課題

現在、指定管理者制度における現状と課題として考えている点は、以下のとおりです。

・他の政令市と比べて非公募率が高い

・公募のうち、９割以上が１者の手上げ

・指定管理者の経営努力が評価や収益に結びつきにくい
３ 経営努力を促すインセンティブが少なく

モチベーション維持に結び付かない

２ 民間ノウハウが発揮しづらい
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見直しの方向性(案)

「競争性が働き、民間ノウハウが発揮できる運用への見直し」に向け、下記の内容を検討しています。

(１)競争性に留意した募集単位・指定期間の設定

１ 競争性の確保

(２)民間事業者へのサウンディングの実施

(３)公募スケジュールの見直し

(４)施設運営状況に関する情報提供

(１)性能発注の徹底

２ 民間のノウハウの発揮 (２)条例による制限の見直し

(３)自主事業の奨励

(１)インセンティブの付与

３ モチベーションの維持・向上
(２)効果的・効率的な評価の実施と活用

(１)指定管理者制度に関する相談窓口の設置

４ その他の取り組み

(２)指定管理料上限額の算定ルールの見直し

(３)収支予算書および報告書の記載の平準化

(４)指定管理者選定時の審査項目や加点項目の見直し
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１ 競争性の確保見直しの方向性(案)
民間事業者の皆様に
お聞きしたいこと

対応例方向性

○参入しやすい指定期間

や募集単位

●事業者へのヒアリング等を踏まえ、管理運営の効率性と競争性に

配慮した募集単位や指定期間を設定する。

●原則５年によらない指定期間の設定を検討する。

（例：民間投資が期待できる施設は10年とする など）

(１)競争性に留意した

募集単位・指定期間

の設定

○効果的・効率的なサウン

ディングの実施方法

●募集開始前までに民間事業者へのサウンディングやヒアリングを

実施し、施設活用の可能性や適切な募集条件について情報収集を

行う。

(２)民間事業者への

サウンディングの実施

○参入しやすい公募時期

や公募期間

●公募スケジュールを、現行の

【10月募集/12月選定/３月指定（２月議会）】から

【７月募集/９月選定/12月指定（11月議会）】に前倒しする。

●公告から受付締切までの公募期間を、

現行の【１ヵ月半程度】から【２ヵ月程度】に長期化する。

(３)公募スケジュールの

見直し

○公表すべき運営情報●事業計画、事業報告、収支状況、アンケート結果、施設の

利用状況などを公表する。

(４)施設運営状況に関する

情報提供
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(２)民間事業者へのサウンディングの実施
募集前にサウンディング型市場調査を実施している事例

【相模原市】（相模原市HP「【終了しました】相模原市立3診療所（青野原、千木良、藤野）の次期指定管理者及び国民健康保険青根診療所の指定管理者選定に向けたサウンディング型市場調査の実施について」）

【他自治体の参考事例】１ 競争性の確保

(４)施設運営状況に関する情報提供

業務計画書、業務報告書（収支報告含む）を市HPで公表している事例

【横浜市】（横浜市HP「横浜国際プール、横浜市平沼記念体育館指定管理者制度導入状況（第４期）」）
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民間事業者の皆様に
お聞きしたいこと

対応例方向性

○現在、制限されていると

感じる事業内容

●性能表示の考え方や記載例を手引などに明示し、各施設の募集

仕様書を性能発注表示に適宜見直す。

(１)性能発注の徹底

○休館日や営業時間の設定

に関する要望や提案

○現在、制限されていると

感じる法令上の規定内容

●休館日の設定や営業時間の変更について、事業者による提案を

可能とする。

（例）➢休館日や営業時間は規則で定め、条例改正よりも変更の

ハードルを下げる。
➢条例または規則に「休館日は 日以内とする」と定め、

指定管理者が休館日を定めることを可能にする。

●臨時的な営業時間の延長や休館日の営業について、市への申請

および許可手続を簡略化する。

●利用料金の時間区分や金額設定について、一定程度、事業者の

裁量を認める規定とし、利用者のニーズや利用状況に応じた

変更を可能とする。

(２)条例による制限の

見直し

○現在、自主事業の実施に

あたり困難が生じている

こと

○新たな自主事業に関する

提案

●現在、市が実施している広告事業やネーミングライツの実施権

限を指定管理者に付与する。

●自主事業の実施状況を指定管理者の選定や事業報告時の評価に

反映する。

●飲食や物販など、利便施設の実施に係る目的外使用料に特例を

設ける。

(３)自主事業の奨励

２ 民間ノウハウの発揮見直しの方向性(案)
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(１)性能発注の徹底
性能発注の考え方を採用している事例

【他自治体の参考事例】２ 民間ノウハウの発揮

【北九州市】（「北九州市指定管理者制度の見直し（詳細資料)」p.５） 【掛川市】（「指定管理者制度運用ガイドライン(令和5年6月改訂)」p.14）
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(２)条例で規定する運営条件の見直し
休館日の設定に裁量の余地がある事例

(開館及び閉館)
第3条 集落センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めたときは、所長はその時間を変更す
ることができる。

開館 午前8時30分、閉館 午後5時30分

(休館日)
第4条 集落センターの定期休館日は毎週月曜日とする。
2 所長は、必要がある場合には年間を通じ15日以内で、集落センターの臨時休館日を定めることができる。
3 所長は、前項の規定により臨時休館日を定めるときは、5日前までに、町長に届出、これを標示しなければならない。

【徳島県神山町】(「神山町基幹集落センター運営管理規則」抜粋)

(３)自主事業の奨励
広告事業を指定管理者が実施している事例

【さいたま市】（「千葉マリンスタジアム指定管理者管理運営の基準」p.28）
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民間事業者の皆様に
お聞きしたいこと

対応例方向性

○各制度の導入に関する

意見や提案

●成果連動型報奨制度の導入

…成果指標を設定し、その達成度合いに応じて指定管理料の支払
額を決定する。

●報奨金制度の導入

…利用者数などの運営実績に応じて、指定管理料の何割かを報酬
金（または返還金）として増減する。

●指定期間の更新（延長）制度の導入

…運営実績が良好だった場合に、最大５年間の指定期間の延長を
認める。

(１)インセンティブの付与

○現在の評価方法に対する

意見

○よりよい評価方法の提案

●年度評価結果を数値化し、自主事業の実施など、指定管理者の

創意工夫や経営努力を評価する。

●年度評価の積み上げを指定期間全体の評価と連動させ、次期指

定管理者選定時の評価に反映する。

(２)効果的・効率的な評価

の実施と活用

３ モチベーションの維持・向上見直しの方向性(案)
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(１)インセンティブの付与
ア 成果連動型民間委託契約方式（PFS：Pay For Success）の考え方を採用している事例

【他自治体の参考事例】３ モチベーションの維持・向上

【埼玉県戸田市】 戸田市立図書館（指定管理者制度）
図書館の指定管理業務の一部にPFSの手法を導入。「図書館利用の増加」を貸出冊数から、「学びの習慣化」を
市民意識調査から測定し、達成度合いに応じて指定管理料を連動させる仕組みとしている。

参考：三菱UFJリサーチ&コンサルティング「指定管理者制度および
PFI事業に対するPFSスキームの導入の有効性についての一考察」

【松江市】（「小泉八雲記念館指定管理者仕様書(平成29年度公募用)」p.８）

イ 報奨金制度を導入している事例
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【北九州市】

参照：「北九州市指定管理者制度の見直し（詳細資料)」p.１

参照：「北九州市指定管理者制度ガイドライン（令和７年３月改訂）」p.33
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【他自治体の参考事例】３ モチベーションの維持・向上

(１)インセンティブの付与
ウ 指定期間の更新（延長）制度を導入している事例



(２)効果的・効率的な評価の実施と評価結果の活用

ア 年度評価の評価項目や基準を明確化し、評価結果を自動判定している事例

【相模原市】（「年度評価の見方」抜粋）

イ 毎年度の評価結果を数値化し、次期選定時の審査に反映している事例

【浜松市】（「指定管理者制度の実施に関するマニュアル（2025年４月改訂版）」別紙６「実績の反映について」）
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民間事業者の皆様に
お聞きしたいこと

対応例見直し概要

●制度所管課（社会共有資産利活用推進課）に、随時事業者から

の相談受付を行う窓口を設置する。

(１)指定管理者制度に

関する相談窓口の設置

●指定管理者の経営努力で増加した利用料金収入が、次期指定管理

者募集時の指定管理料の算定に直接反映され、必要以上に指定管

理料が削減されない算定ルールとする。

【現在の指定管理料上限額の算定方法（利用料金制導入施設）】

【対応案】

案① 控除する利用料金収入見込額を「前回募集時の収入実績」と
「現指定期間の収入実績」を比較して算出する。

案② 指定期間中の経営努力や収入増加に結び付いた取組について指定
管理者から報告をもらい、控除する利用料金収入見込額の算定時
にその状況を考慮する。

案③ 指定管理者募集時、「施設の管理に要する費用」を指定管理料上
限額として提示し、料金収入見込額は事業者の提案事項とする。

(２)指定管理料上限額の

算定ルールの見直し

●記載要領を定め、各経費の内訳について確実に把握するととも

に、自主事業経費についての提案および報告を求める。

(３)収支予算書および報告

書の記載の平準化

●自主事業の取り組みや、地域貢献に関する取り組み（地元企業

との連携や障がい者雇用などの配慮）を評価する審査項目を追

加する。

●地元企業であることを加点項目として設定する。

(４)指定管理者選定時の

の審査項目や加点項目

の見直し

４ その他の取り組み見直しの方向性(案)

○各対応例に対する
意見・提案
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（原則、直近の収入実績から算出)

ー
施設の管理に
要する費用

＝
指定管理料

上限額



(１)指定管理者制度に関する相談窓口の設置
指定管理者制度に関する相談窓口を設置している事例

【他自治体の参考事例】４ その他の取り組み

【北九州市】（北九州市HP「事業者の”挑戦したい”を応援！「指定管理よろず相談処」を開設します」）

(２)指定管理料上限額の積算ルールの見直し
指定管理料の積算ルールの見直し事例

【栃木県】（栃木県経営管理部行政改革推進室「指定管理者制度の運用見直しについて」抜粋）
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【浜松市】（「収支予算書（記載例）」）

(３)収支予算書および報告書の記載の平準化
収支計画書および報告書の様式を定めている事例
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【他自治体の参考事例】４ その他の取り組み



当日、事業者の皆様にお聞きしたいこと

・見直しの方向性（案）について

・現在の指定管理者制度について（良い点・改善点）

・個別の指定管理施設について

・新たな指定管理施設の可能性について

・他自治体の優良事例

・その他自由意見
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競争性が働き、民間ノウハウが発揮できる制度運用の実現に向け、多様なご意見・ご提案をお寄せい

ただけますと幸いです。



今後、指定管理者を募集する施設について

指定管理者制度導入施設のうち、令和８年度に指定期間が終了することが見込まれる施設については、

次期指定管理者の募集内容を検討していきます。（別紙「指定管理者制度導入施設一覧」参照）

施設一覧の中で、個別に話を聞いてみたい施設など、ご興味・ご関心のある施設がある場合は、

ぜひ申込フォームにその旨をご記入いただけますと幸いです。

ご希望状況により、施設所管課へお繋ぎ、または、当日のサウンディングに施設所管課が同席させて

いただきます。

【問合せ先】

静岡市 総合政策局 社会共有資産利活用推進課 アリーナ整備・公民連携係

TEL 054-221-1166 E-Mail asset-suishin@city.shizuoka.lg.jp
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